
1 

○
佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
二
号
） 

１ 
統
括
本
部
に
総
合
防
災
統
括
監
を
、
農
林
水
産
商
工
本
部
に
国
際
戦
略
統
括
監
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
関
係
） 

２ 

健
康
福
祉
本
部
に
が
ん
対
策
総
括
監
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
九

条
関
係
） 

３ 

統
括
本
部
に
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
は
、
防
災
に
関
す
る
企
画
及
び
防
災
会
議
に
関
す

る
事
務
の
一
部
を
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
五
条
関
係
） 

４ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
す
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

佐
賀
県
公
有
財
産
規
則
及
び
佐
賀
県
財
務
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。 


